
 
 

札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助事業 補助金交付要綱 

令和５年５月２日  

観光・ＭＩＣＥ担当局長決裁   

（趣旨） 

第１条 この要綱は、大学、専修学校等の卒業予定者、ＵＩＪターン希望者、そ

の他の求職者に向け、広告媒体を活用し人材確保を目指す市内宿泊施設に対し

支援するため、予算の範囲内において、札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助金

を交付することに関し、必要な事項を定める。 

２ 札幌市内宿泊施設 求人情報発信補助金（以下「補助金」という。）の交付に

ついては、札幌市補助金等の事務取扱に関する規程（昭和 36 年訓令第 24 号）

に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において広告媒体とは、就職情報の提供、企業の人材確保等を目

的として掲載することが可能な新聞広告、就職情報サイト、求人情報誌、チラ

シ等であり、有料にて掲載を行うものをいう。 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者は次の各号のいずれにも該当する者とする。 

 ⑴ 旅館業法（昭和 23 年法律第 138 号）第３条第１項の規定により旅館業（下

宿を除く。）の許可を受けた者のうち、同法第２条第２項から第３項の規定に

よる「旅館・ホテル」または「簡易宿所」を市内で営む者 

 ⑵ 今後も継続して、市内の宿泊施設の営業を行う意思を有する者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げるいずれかに該当する者は、補助

金の補助対象者となることができない。 

⑴ 札幌市税を滞納している者 

⑵ 事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員

（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第 77 号。

以下本項において「法」という。）第２条第１項第６号の暴力団員をいう。以

下同じ。）である者 

⑶ 暴力団（法第２条第１項第２号の暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員

が経営に実質的に関与していると認められる者 

⑷ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者

に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしたと認めら

れる者 

⑸ 事業の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員が、暴力団

又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積

極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められる

者 



 
 

⑹ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有してい

ると認められる者 

⑺ 公共施設（指定管理者施設を含む） 

⑻ 宗教法人が管理又は運営するもの 

⑼ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 

122 号）第２条第６項に掲げる「店舗型性風俗特殊営業」を行っている施設

及びこれに類するもの 

 

（補助対象事業） 

第４条 補助金交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、補助

対象者が行う、第２条の規定による広告媒体を活用して人材確保を目指す事業

で、補助金交付決定を受けてから令和５年７月 14 日（金）までの間で、広告媒

体への掲載を行うものとする。なお、既に実施済み又は実施中の事業について

は交付申請することはできない。 

 

（補助対象経費等） 

第５条 補助金交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助

対象事業に係る掲載料とする。ただし、補助対象経費からは、消費税及び地方

消費税相当額を除く。 

 

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は、掲載料に２分の１を乗じて得た額とし、15 万円を限度と

する。 

 

（交付申請及び決定） 

第７条 補助金交付の申請をする者は、補助金交付申請書（様式第１号）及び次

に定める添付書類を提出しなければならない。なお、交付申請の額に 1,000 円

未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。 

 ⑴ 営業許可証（写） 

 ⑵ 市税の納税証明書（指名願（直近のもの、札幌市内に事務所または事業所

がある法人又は事業者に限る）） 

 ⑶ 事業に要する経費及びその内訳が確認できる書類（補助対象経費に係る見

積書等） 

 ⑷ その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の申請を受けた場合においては、当該申請に係る事項等の審査

及び必要に応じて行う現地調査等を実施し、これを適正と認めたときは、補助

金交付決定通知書（様式第２号）により交付決定を通知し、不適正と認めたと

きは補助金不交付決定通知書（様式第３号）により通知する。 



 
 

３ 補助金の申請期間は次の各号に定める期間とする。なお、補助金の交付決定

額が予算額に達した時点で、それ以降の申請受付は行わないこととする。 

 ⑴ 申請期間 

   令和５年５月８日（月）から令和５年６月 30 日（金）まで 

 

（交付条件） 

第８条 補助金の交付に付する条件は、次の各号に掲げるとおりとする。 

 ⑴ 令和５年８月 15 日（火）までに事業を完了すること。ただし、天災等、真

にやむを得ない事情により当該事業が期日までに完了しないことについて、

市長が特に認めるときはこの限りでない。なお、事業完了とは広告媒体への

掲載、採用活動及び掲載料の支払いが完了した状態をいう（ただし、広告媒

体への掲載については、第４条のとおり令和５年７月 14 日（金）までに完了

すること。）。 

 ⑵ 補助対象事業が、他の補助制度の交付対象となっていないこと。 

 ⑶ この要綱の規定に従うこと。 

 

（補助対象事業の変更等） 

第９条 補助金交付の申請をした者は、補助対象事業の内容変更又は中止しよう

とする場合、すみやかに承認申請書（様式第４号）により市長に届け出なけれ

ばならない。なお、内容変更（補助対象経費に変更を伴わない軽微な変更を除

く）の場合は、併せて変更点がわかる資料も添付すること。 

２ 計画変更等に伴い費用が増減した場合の補助金交付決定額の変更について

は、原則として減額のみとし、増額変更は認めない。 

３ 市長は前項の規定により補助対象事業の内容変更又は中止の届け出があっ

た場合は、その内容を審査し、これを承認したときは、承認通知書（様式第５

号）により通知する。 

 

（交付取消） 

第 10 条 市長は、第７条第２項に規定される補助金交付決定通知書により交付決

定を通知した後に、次の各号のいずれかに該当する事実が判明した場合は、補助

金交付決定取消通知書（様式第６号）により補助金交付の取消を申請者に通知

する。 

 ⑴ 虚偽、その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

 ⑵ 補助金を目的以外の用途に使用したとき。 

 ⑶ 実施内容が補助金交付要件を満たさないと認めたとき。 

 ⑷ 関係法令及びこの要綱に違反したとき。 

 ⑸ その他市長が不適切と認める事由が生じたとき。 

 



 
 

（実績報告等） 

第 11 条 補助対象者は、補助対象事業が完了した日から起算して 30 日を経過し

た日（土日又は祝日法による休日に当たる場合はその翌営業日）又は令和５年

８月 31 日（木）のいずれか早い期日までに、実績報告書（様式第７号）及び次

に定める添付書類を市長に提出しなければならない。ただし、天災等、真にや

むを得ない事情により当該事業の実績報告が提出できないことについて、市長

が特に認めるときはこの限りでない。 

 ⑴ 領収書の写し（宛名に申請者の法人名が記載され、補助対象経費と金額が

一致しており、経費の内訳がわかるもの。内訳がわからない場合は領収書に

加えて内訳がわかる請求書等の写しも提出すること。）  

 ⑵ その他市長が必要と認める書類 

 

（補助金の交付） 

第 12 条 市長は、前条に定める実績報告書類の提出を受けた場合は、その内容

を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者

に補助金額確定通知書（様式第８号）により通知する。なお、補助金の額に 1,000

円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。 

２ 市長は、前項の審査において補助金交付要件に適合しないと認めたときは、

交付決定者に対して是正措置を求めることができる。 

３ 交付決定者は、第１項の補助金額確定通知書の受領後、速やかに銀行口座振

込同意書（様式第９号）を市長に提出しなければならない。 

４ 補助金の交付は精算払いとし、市長は、前項の規定による銀行口座振込同意

書の提出後、速やかに補助金を交付する。 

 

（補助金の返還） 

第 13 条 市長は、第 10 条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合にお

いて、すでに補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の全部又は一

部を返還させなければならない。 

２ 市長は、前項の規定により交付した補助金の返還を求める場合は、補助金返

還通知書（様式第 10 号）によって通知する。 

 

（書類の保管） 

第 14 条 補助金の交付を受けた者は、補助金交付申請に係る提出書類の写し及

び各種通知書類を、補助事業が完了した日の属する年度の終了後５年間保管し

なければならない。 

 

（雑則） 

第 15 条 本要綱に定めのないものについては別途観光・MICE 担当局長が決定す



 
 

る。 

 

  附 則 

  この要綱は令和５年５月２日から施行する。 


